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日程１ 開会の宣告 

 

（中村教育長） 

 皆さんこんにちは。いつも天候の話ばかりするのはほかにないようで申し訳ないので

すが、ここ数日はやっと朝夕を中心に涼しくなってまいりました。秋の訪れがようやく

来たかなと思っています。 

 先日、金泉中学校と金立小学校の体育大会に行かせていただきました。金立小学校は、

地域との合同運動会がございました。コロナの関係もあるので、地域の種目はできるだ

け少なくし、子どもたちが活躍できる場を十分取り入れて行うということで、地域種目

は全部で４種目、そのうちの１種目は午前中で、残り３種目は午後に固めてありました。

これは、子どもの種目の間に地域種目を多く入れてしまうと、保護者が地域種目に招集

している間に子どもの出番が終わってしまい、子どもの活躍する姿を見ることができな

いので、できるだけ分けてほしいという地域からの要望があったということでした。ま

た、午前だけでやめようかと悩まれたそうですけれども、やはり地域の皆さんと一緒に

食事をするといった場面は是非ともつくりたいというご要望があって、できるだけ午後

の種目を短くし、１時半頃には終わる感じで進めてありました。昼食の時間が１１時２

０分頃から始まるという非常にコンパクトな大会だったんですけれども、参加された

方々はとても喜んでいらっしゃいましたし、笑顔あふれるすばらしい運動会でした。コ

ロナもまだ完全に明けてはいませんけれども、地域と学校が一緒になって子どもたちを

育てていく、そういう運動会や行事が続いてくれればありがたいと思った一日でした。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会９月定例会を開きます。本日は、６人中６人の

委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしております。 

 本日は、配付しております日程に記載の事項につきましてご審議等をいただくことに

なりますが、ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（中村教育長） 

 それでは、日程２、会議録の承認です。事務局より会議録の報告を求めます。 

 

（川副教育総務課副課長兼総務係長） 

 ８月２２日の定例教育委員会の会議録は、先日、皆様にお送りしておりますとおりで

す。よろしくお願いいたします。 

 

（中村教育長） 

 報告は終わりました。報告内容に質疑等ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認いたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（中村教育長） 

 次に日程３、教育長報告をいたします。 

 佐賀市教育委員会９月教育委員会報告をご覧ください。 

 まず、先月末から今月の行事を幾つか紹介いたします。早稲田大学との連携による教

職員出前講座でございます。これは早稲田大学から先生にお越しいただいて、小中学校

の先生方にいろんな学びを、研修を深めていただくというものでございます。今回は生
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徒指導の担当の先生に来ていただいて、「キャリア教育と新生徒指導提要～教科指導、

生徒指導。キャリア教育の連携に向けて～」という演題でお話をしていただきました。

私は、別の会があったので挨拶までさせていただいて、途中抜けてまた戻るという形で

したので、残念ながら全部をお聞きすることができませんでしたけれども、荒れた高校

をどう改革していったのかということや、生徒指導にどう生かしていけばいいのか、こ

れまでの予防型生徒指導や対処的生徒指導ではない、佐賀市でも取り組んでいます開発

的な生徒指導でどう子どもたちの考え方を変えていくかということも踏まえてお話を

されました。非常に興味のある内容で、特に中学校の先生方については、うんうんとう

なずかれるような内容でした。また、小学校の先生については、ああ、やはり中学校や

高校の生徒指導は難しいけれども、そういう視点を小学校でも取り入れていかなければ

いけないと感じさせる講演になったんではないかと思っています。後半は、先生方によ

るグループ協議等もあり、非常に熱心に意見交換が行われていました。 

 １つ飛ばしまして、８月２３日には中学校部活動の地域展開会議が開かれました。去

年までの部活動の在り方検討会議からもう一段上がりまして、部活動をどう地域に展開

していくかという会議です。今回、長野県飯田市の元教育長で部活動改革を進められた

代田先生にアドバイザーとしてお越しいただいて、最初にいろいろなアドバイス等をい

ただきました。この代田先生は武雄市に教育監として来られた後、民間人から小学校の

校長をされ、そして、地元の飯田市に戻られて教育長をされた方なんですけれども、飯

田市でも長野県の実態に合った部活動改革を進められました。佐賀市とは実態も違いま

すので、そのまま取り入れることができないこともありますけれども、新たな視点で考

えるという意味では、とても貴重なご意見をいただくことができたと思います。この会

には、いわゆる教育関係者だけでなく一般の民間団体の方や指導者の方、体協の方など、

いろいろな方々に来ていただいて、それぞれの現状や思いなどを話していただきまし

た。また、子どものために地域のクラブ活動等に実際に参加されている保護者代表の方

も来ていただいて、それぞれの思いや、子どもたちの興味や関心を高めながらも、やは

り先生方は非常に困っていらっしゃる実情もあるので、先生方に負担をかけないために

はどうすればいいのかといったことなど、いろんな観点からご意見をいただきました。

今年の１１月頃に次の会を開く予定にしていますが、佐賀市で今取り組んでおります新

しい形での部活動の在り方や、現在、拠点校方式という形で実施しているところがある

んですけれども、そういうところでの取組の状況や成果と課題等を踏まえて次につなげ

ていければと思っております。 

 続いて４番目です。県市町教育長意見交換会がエスプラッツホールで行われまして、

ここには大きく３点書かせていただいております。まず、外国語教育の充実では、佐賀

市でもオンライン英会話はモデル校で実施をすることになっておりますけれども、これ

に取り組んでいる市町の情報をお聞きしました。 

 続いて不登校の指導要録上の出欠の取扱いについてでございますが、これについては

教育長さん方の考え方には少し違いがあって、これはいいんじゃないかということで積

極的に取り入れようというお考えもあれば、やはりオンライン授業やプリント学習など

何でもかんでも出席にしてしまったら、子どもがだんだん学校から遠のいてしまうんじ

ゃないかとか、そういう危惧をされているご意見もありました。 

 最後に、熱中症対策についてでございます。熱中症対策をどういうふうに行っている

かということで、９月の初めに体育大会、運動会を実施している学校には熱中症対策を

十分取ってほしいというお話をさせていただいたんですけれども、暑さ指数の確認や、

部活動の在り方なども考えていかなければならないなど、率直な意見交換ができてよか

ったと思っています。 

 大きな２番は市議会９月定例会での一般質問の内容についてでございます。今回は非

常に質問が多くて、かなりたくさんの議員さんからご質問がありました。この中から幾

つか説明いたします。 

 諸冨八千代議員からは、「こどもまんなか社会の実現」に向けてということで、「なか
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まほいく」のことがお話に上がりました。「なかまほいく」については、長﨑委員や小

川委員も見に来てくださいましたけど、吉村前教育委員さんたちが中心になって進めて

いただいており、社会教育課は来年度以降も支援できる形で続けていきたいと考えてい

るところでございます。この「なかまほいく」は、今後どう広げていくのかというとこ

ろが課題になっていきますので、ここについては今年度の成果と課題を踏まえながら検

討していきたいと思っています。 

 続いて２つ目の川原田議員の質問です。東京の荒川区で「防災部」という部活動があ

るそうなんですけれども、この部活動を佐賀でもできないかというふうなことでした。

荒川区はどちらかというと狭い範囲で似たような学校の状況で、学校の規模を見ました

ら、全校で大体２００人前後から４００人ちょっとぐらいの中規模校ぐらいが多く、子

どもたちも活動をするときに集まりやすいんですけれども、佐賀市の場合は北から南ま

でかなり距離もあり、地域の状況も全然違います。７００人近い大規模校もあれば十数

人という小規模校もあるため、部活動としたときに、荒川区のようにはとてもできない

んじゃないかと回答いたしました。ただ、この「防災部」というのを中学校のうちから

考えるということは非常に重要なことではないかと考えておりまして、生徒会という形

でできないかと思っています。生徒会の中には環境部や安全部という部がありますの

で、そこに防災の視点を取り入れて「環境防災部」や「安全防災部」という形で取り組

むことで、どの学校でも学校の実情に応じた形でできるんではないかと思いまして、そ

ういう方向で進めたいと回答したところでございます。 

 続いて３番目。堤正之議員からは「小中学生の読書の奨励」について質問がありまし

た。全国学力・学習状況調査で、読書と学力に相関関係があるのではないかというのが

出ておりまして、佐賀市ではどういう状況かといったことでございました。小学校では、

確かにたくさん読書をしている子どもたちの学力は高いという傾向がありました。中学

校の場合は、多ければ多いほど高いというわけではないのですが、１時間程度毎日読ん

でいるという子どもの学力は非常に高いということです。ですから、読書を進めていく

ことは非常に重要ではないかということで、学校での読書奨励の実態や、最も重要な家

庭での読書習慣の奨励を進めていくためにはどうしたらいいのかということについて、

今の学校での取組や教育長だよりなどの取組について回答いたしました。 

 ４番目の福井章司議員は、「生成ＡＩへの対応」についてのご質問です。以前もお話

をしましたが、文科省や県のガイドラインでは、今の段階では、小学生は年齢制限とい

うのがある。中学校も使えないことはないんですけど、保護者の承諾が必要ということ

で、学校の中でやはり使っていくというのは今は難しいんではないか。ただし、先生方

がしっかりとこの生成ＡＩについて学ぶことが重要なので、まずは先生方がしっかりと

研修をするというところから始めていきたいというお話をさせていただいております。 

 少し飛ばしまして、１２番の西岡義広議員の「小中学校のあり方」についてでござい

ます。小規模校が非常に多くなってきているけれども、適正規模とか統廃合の考え方に

ついての質問でした。これについは、北部山間地の中学校で複式学級のところも出てき

ているので、保護者や地域の意向等も踏まえて考えていく必要があるのではないかとい

うことで、今後の在り方については私どももしっかりと考えていくと回答したところで

す。 

 ちょっと長くなりましたが、以上で教育長報告を終わります。 

 報告内容につきまして、何か質疑がありましたらお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、教育長報告を終わらせていただきます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（中村教育長） 

 続きまして、日程４、報告事項です。 
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 「第２回社会教育委員の会議の報告について」、説明をお願いいたします。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 「第２回社会教育委員の会議の報告について」でございます。議案書１ページの「第

２回佐賀市社会教育委員の会議 会議結果（議事録概要）」をお願いいたします。説明

はこちらの資料で説明いたします。 

 また、併せて別冊の議案等資料１ページから当日の会議資料を載せておりますので、

そちらもご参照ください。 

 会議日時は令和５年８月２１日月曜日、午後１時３０分から１時間３０分程度で開催

いたしまして、開催場所は青少年センター大会議室でございます。 

 出席委員は、社会教育委員１３名中１１名の出席で、出欠については記載のとおりで

ございます。事務局からは、大松教育部長以下、社会教育課の職員が出席いたしており

まして、傍聴者はおりません。 

 議事につきましては、記載していますとおり、佐賀市社会教育助成事業補助金につい

ての１件でございます。 

 内容でございますが、この議題につきましては、これまでの社会教育委員の会議にお

きまして、対象団体の基準や積算基準等について見直しの議論をしてきたもので、継続

して審議をしているものでございます。今回の会議は、前回までの議論を振り返るとと

もに、これまでの議論に基づいた具体的な対象団体の範囲、積算基準案について説明し、

意見を求めております。 

 ２ページをお願いいたします。いただいた主な意見等について、ピックアップして報

告いたします。白抜きの○は委員からの質疑、◎は意見、●は事務局回答になっており

ます。 

 まず、対象団体の考え方でございますが、考え方は納得できるであるとか、何年以上

活動しているかということを基準に入れたらどうかなどの意見が出されておりまして、

今回、子育てサークル連絡会を新たに補助団体に加えることについては異論はなく、補

助団体が増えることや市の財政事情による補助金の減額についてもご理解をいただい

た上で、対象団体の範囲、考え方についてはおおむね了承を得たものでございます。 

 次に、対象団体の範囲を定める基準の評価項目につきましては、私立幼稚園認定こど

も園ＰＴＡ連合会や地域婦人連絡協議会の評価について見直しを求める意見が出たと

ころでございます。また、評価の低い項目については、改善を図ることができれば補助

団体として残す。それができない場合は補助金を辞退することになるのではないかとの

意見もいただいております。補助対象の団体の基準の妥当性につきましては、再度見直

しをしたいと考えております。 

 次に、補助金の積算基準についてでございますが、示された基準は全ての団体に統一

したものであるのかと確認がありましたので、基本的には全ての団体に統一した基準で

あるという回答をいたしております。 

 次に、×△のある対象団体への対応についてですが、補助金以外の財源確保や支援策

について多くの意見をいただいております。例えば、クラウドファンディングであると

か、他団体とのコラボ、企業からの協賛等の提案がなされました。また、補助金以外の

財源確保や支援策について、社会教育課が団体に対して積極的に指導、助言をしてほし

いとの意見をいただいております。 

 今回、佐賀市の社会助成事業補助金につきましては、対象団体の範囲につきましては

おおむね了承が得られましたが、対象団体の範囲を定める基準の評価項目の再評価及び

補助金以外の支援策の検討を行うことが必要との意見が出されておりますので、引き続

き検討していくことになっております。 

 第２回の社会教育委員の会議の概要は以上でございまして、今回の会議において委員

の皆様からの意見をいただいておりますので、このような意見を参考に遂行いたしたい

と思います。 
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 説明は以上でございます。 

 

（中村教育長） 

 それでは、今の社会教育委員の会議の報告につきまして、ご意見、ご質問等がありま

したらお願いいたします。 

 

（撫尾委員） 

 １ついいですか。 

 

（中村教育長） 

 撫尾委員さんどうぞ。 

 

（撫尾委員） 

 言葉の違いとして、「対象団体の範囲」というのと「対象団体の基準」というのがあるん

ですが、この「範囲」と「基準」というのは同じ意味と捉えていいんですか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 対象団体の範囲は、今回、どの団体までを対象にするのかということでございます。基準

と申し上げましたのは積算基準という意味でございまして、補助金を積算する場合の考え方

を積算基準ということで説明いたしております。 

 

（撫尾委員） 

 １ページの四角囲いの「対象団体の基準」というのは積算基準のことですか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 失礼いたしました。「対象団体の基準」と申し上げておりますのが、その下の枠にまた５

つ「対象団体の基準」と書いておりますが、この基準に合致するものが「対象団体の範囲」

に入るという意味でございます。 

 

（中村教育長） 
 よろしいですか。 

 

（撫尾委員） 

 はい。 

 

（中村教育長） 

 ほかに何かございますでしょうか。どうぞ。 

 

（堤委員） 

 ご説明ありがとうございました。議案等資料の５ページ目の上に「対象団体の考え方～現

在の状況～」ということで表があり、極端に×が多い団体さんというのも見受けられるんで

すが、先ほどの説明に関して、令和６年度はがらっと予算を変えるということですか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 
 基本的には、この補助団体についてはずっと以前からの宿題でございまして、今回、６年

度予算に向けて見直しをかけたところでございます。 

 当然、基本的には今の団体の基準を明確にして、積算基準も明確にしてやりたいと思って

おります。ただ、団体の事情等もありますので、その辺りも加味しながら今検討していると

ころでございます。この５ページの上の表は、事務局がヒアリングを実施し、現段階での○、

×、△をつけたものでございまして、会議では少し異論が出ました。例えば、婦人会の×の

部分などは、次回の会議で少し見直す予定にしております。そうした上で、来年度予算に向
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けた見直しを行っていきたいと思っております。 

 

（堤委員） 

 プラスになる団体さんはそうないかもしれませんけど、マイナスになる団体さんについて

は、より丁寧にご説明いただき、ご理解いただくというのが必要になると思います。これま

で長年補助を受けてきたものがなくなると、今後どうしようというような実施側としての思

いを考えると悩ましいところがあろうと思いますので、そういった点などを事前にしっかり

と丁寧に説明されればと思ったところでした。 

 以上です。 

 

（中村教育長） 

 ありがとうございます。では、私から、社会教育委員の会議は今年度中にもう一回ありま

すか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 来月１０月にもう一回予定をしております。 

 

（中村教育長） 

 先ほど委員の方から×や△のある対象団体については社会教育課の支援策が必要だとい

うご意見がありましたが、次の会議まで間がないので、次の会議でその後どういう支援策を

考えられましたかと言われたときに、短期間で社会教育課として手だてをそこでお示しする

というのが可能かなというのをちょっと危惧しました。その辺りの見通しというのはどう考

えていらっしゃいますか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 今までも団体さんとはヒアリングを何度かしておりまして、団体さんの意向等もある程度

把握しているつもりではございます。ただ、団体さんによっては、補助金の金額もあるんで

すが、補助金ではなく、側面的な広報の支援であるとか、あるいは会場や人の選定に苦労し

ているとか、そういうふうなお手伝いもしていただけないだろうかという意見もいただいて

おります。ですから、金額だけではなくて市報を使った支援などの側面的な支援はできるだ

けしていきたいと思っております。 

 あと一つは、佐賀市の補助金以外にも財団等の補助金等がありますので、そういった情報

も各団体に逐次紹介していきたいと思っております。 

 

（中村教育長） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ、撫尾委員さん。 

 

（撫尾委員） 

 先ほど堤委員が言われた○、×のついている表ですけれども、上から２番目の私立幼稚

園・認定こども園ＰＴＡ連合会が、主として、青少年を対象とした活動をしているかに完全

に当てはまるとなっているのが何でかなと、素朴な疑問ですけれども。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 青少年というのは、大人以外という意味ですので、幼児も含めて青少年としています。 

 

（撫尾委員） 

 はい、分かりました。 

 

（中村教育長） 

 ほかにごさいますでしょうか。鳥飼委員さんどうぞ。 
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（鳥飼委員） 

 この補助金の対象になる団体というのは、公募しているのですか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 
 市町村合併以前からの旧佐賀市の補助団体と旧町村の補助団体があって、合併時に全て受

け継いで補助をしております関係で、補助の考え方や単価がばらばらになっている部分があ

ります。基本的には今回、青少年に特化して、なおかつ佐賀市全域で活動しているような団

体という基準をつくって、その上でこの団体が補助の対象としてどうなのかという議論をし

ているというところでございます。 

 

（鳥飼委員） 

 現在の団体が公募によるものかという点についてはどうですか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 かなり以前からの補助している団体もあり、その辺の経緯については詳しく把握できてお

りません。 

 

（鳥飼委員） 

 もっとほかに当てはまるような団体さんがもしかしたら市の中にいるかもしれない。そう

いう方たちが対象になるチャンスが果たしてあるのかなというのが、機会の公平性というと

ころで疑問に思いましたので、その辺りをお聞きしたかったという趣旨です。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 そういったものを含めて、今回いろんな団体さんについて事務局が調べた中で、まず、青

少年に特化した分で、市内広範囲に組織を持たれて今活動されているのが、ここで言います

子育てサークル連絡会さんが該当したということで、今回新たに交付の対象と考えていま

す。当然今からうちも該当するんじゃないかというふうなお声があると思うんですけれど

も、そこは今回定めました基準で審査をしたいと思っております。 

 

（鳥飼委員） 

 審査をしてもらえる土俵に上がる方法、手続なりを何か整備したほうがいいんじゃないか

なと私は思います。意見になります。 

 

（中村教育長） 

 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。長﨑委員さんどうぞ。 

 

（長﨑委員） 

 令和５年度に補助金を交付された団体に関しては、毎回団体さんの方から手を挙げて申込

みをするというシステムなのか、市の側から連絡して協議になるのか、どうなっているので

すか。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 今までずっと変わらず同じ団体でいったという関係がありますので、５年度の補助金につ

いては、そろそろ更新の手続きをお願いしますということで連絡をしています。 

 

（長﨑委員） 

 市の側から連絡が行くんですね。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、そうです。そういう流れです。 
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（長﨑委員） 

 そして今回、子育てサークル連絡会さんが基準に該当するからということで、それもまた

市のほうから連絡をしたと。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。社会教育団体への助成というのは、社会教育委員の会議で意見を求めて、そ

こで承認を得ないといけないというベースがあるものですから、この事務局案をつくって社

会教育委員の会議で承認を得られれば、結果として来年は対象になりますので準備をしてく

ださいという形になります。 

 

（長﨑委員） 

 なるほど。そこで、例えば、事務局のほうからこういうところをどうですかって、ここも

入るんじゃないんですかというのがなかったら、まず、その協議にもならないということで

すね。 

 

（大塚教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうです。来年新たにそういう団体があるとすれば、社会教育委員の会議にかけて、意見

を聞いて判断することになります。 

 

（長﨑委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（中村教育長） 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がないようですので、これで本件についての報告を終わります。 

 続きまして、「ＩＣＴを活用した『子どもの見守りサービス』について」説明をお願

いいたします。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 それでは、私から説明をさせていただきます。資料は４ページをご覧いただきたいと

思います。ＩＣＴを活用した「子どもの見守りサービス」につきましては、今年５月か

ら一部の小学校に対してサービスを開始しておりますが、これまでの報告と今後の予定

についてご報告いたします。 

 資料の１番目、事業の概要でございます。「子どもの見守りサービス」につきまして

は、導入前に教育委員の皆様にも説明をさせていただいていたところでございますが、

改めて概要を説明させていただきます。 

 このサービスは、本市が平成１９年度から取り組んでおります子どもへのまなざし運

動の中の１つの活動として位置づけて実施するものでありまして、日頃から地域の皆さ

んによる通学路などでの見守り活動に加えまして、ＩＣＴを使った見守りサービスを加

えることによって、より安全で安心なまちづくりを目指すものでございます。また、現

在は見守りの対象を小学生のみとしておりますが、今後は高齢者も含めた方々も地域の

皆さんで見守る体制を確立しようということで計画をしておりまして、見守りサービス

のエリアについても全市に広げていくような計画としております。 

 この「子どもの見守りサービス」の仕組みについて簡単にご説明いたします。ブルー

トゥース機能がついた重さ８グラムほどの小型の端末、（現物を示す）こちらになりま

すけれども、これをこの袋に入れて、子どもたちはランドセルなどに取り付けて携帯し、

あらかじめ通学路の途中のお店や学校などに設置をしています「見守りスポット」とい

うものを通過したり、「見守り人アプリ」というものをダウンロードした人とすれ違う

ことによって、その位置情報が記録されるものでございます。万が一子どもが行方不明
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などになった場合には、警察にその位置情報等が提供され、捜査などに役立てられると

いうものでございます。これらはサービスに係る利用者の負担というものは特にござい

ませんが、有料プランというものも選ぶことができます。有料プランでは、保護者の方々

へ「見守りスポット」を通過した際にスマートフォンにその旨の通知が送られるなどの

通知機能などのサービスがございます。資料一番下の対象ですけれども、サービスの対

象者は小学校１年生全員と小学校２年生から６年生までの希望者に対し、端末を無料で

配布しております。 

 次に、資料の２番目のサービス開始エリアでございますが、「見守りスポット」を設

置するための環境整備が行いやすい街なかから順次サービスを開始しておりまして、今

年５月８日から成章中エリアの勧興小と神野小でサービスを開始しております。その

後、９月１日からは隣接いたします城北中エリアの高木瀬小、若楠小でサービスを開始

しております。 

 今後でございますが、はっきりした開始時期は未定でございますが、３学期をめどに

現在のサービスエリアに隣接いたします城東中エリアの一部の巨勢小と兵庫小でサー

ビスが開始される予定となっております。 

 それ以降のサービス開始のエリアや時期につきましては、サービスを行っております

株式会社ｏｔｔａが主導となりまして、「見守りスポット」の設置などの環境整備を行

いまして計画が進められることとなっておりまして、今のところ未定となっておりま

す。ただ、効率的なサービスの展開を考えますと、現在のサービスエリアから放射線状

に展開するような感じでサービスを広げていくと聞いております。市教委としまして

も、株式会社ｏｔｔａさん、市の企画政策課などとも定期的に情報交換をする機会を持

っておりますので、利用者の声なども届けていきながらサービスの拡大に努めていきた

いと考えております。 

 次に、３番目の導入校における利用状況でございます。表の全体計というところを見

ていただきますと、在籍児童数に占める利用者数は各小学校によって少しばらつきはあ

るものの、全体では３７．５９％という利用率になっております。 

 利用者の傾向としましては、低学年の利用率が高く、高学年になるに連れて利用率が

低くなっている状況でございます。 

 最後に、株式会社ｏｔｔａさんが６月にアンケート調査を行ったときの利用者の意見

の一部をご紹介いたします。「見守りスポット」の数をもっと増やしてほしいといった

要望等もございました。そのほかには、肯定的な意見としまして、下校のときに学校を

出た時刻が分かって、その後の習い事への送迎がスムーズに行ったとか、登校や帰宅し

た時間とか、無事が分かって安心して仕事ができますといった意見等もあっておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

（中村教育長） 

 これにつきまして、何かご意見やご質問があったらお願いします。堤委員さん、どう

ぞ。 

 

（堤委員） 

 吉次課長さん説明ありがとうございました。ちょっと確認です。城北中エリアは予定

じゃなく、もうスタートしているんですね。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 はい、９月１日からスタートしております。 

 

（堤委員） 

 ３点ご質問があります。１点目は、有料プランの利用者が、この利用人数のうち何名
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ずついらっしゃるかというのを把握されていれば教えていただきたい。 

 ２点目が利用人数です。１年生は全員ですが、２年生から６年生は希望者となってお

りますが、学校ごとの希望者は何名なのか。 

 ３点目が、今後の予定が城東中エリアの一部となっていますが、循誘小学校が外れて

いる理由をお伺いしたいと思います。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 １点目の有料プランの利用者数ですが、把握をしておりません。 

 

（堤委員） 

 把握しようと思えばできるんですか。 

 

（山口学事課学校支援係長） 

 有料プランと無料プランの皆様にアンケートを取らせていただいており、アンケート

での割合というのは分かっておりますが、必ずしも全員が回答している訳ではございま

せん。また、有料プランに何人加入されているというのは、企業秘密というか、企業か

らもは教えていただけていないような状況です。 

 

（堤委員） 

 せっかく導入されているから非常に興味があるところですが、いわゆる保護者個人と

して知り得たい情報が有料の部分だと思うんですけど、そういうのを求めている方がど

の程度いらっしゃるのかですね。 

 

（山口学事課学校支援係長） 

 実際サービスを受けている方の１２％の方しか回答が得られていませんけれども、そ

の中で３５％の方が有料プランに入られているということになっております。 

 

（堤委員） 

 企業さんから教えていただけるのであれば、伺っておかれたほうが良いと思っていま

す。全市に広げるというお話でしたので、佐賀市にとって有効なものなのかどうなのか

ということを検討する上でも必要かなと思いました。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 ２つ目の各学年の利用者の数でございます。先ほど１年生は全員配布していると申し

上げましたけれども、ただもらっただけではすぐ発信できませんので、希望者がそこか

ら、自分の情報などを入力する必要があります。１年生は全員端末をもらっていますけ

れども、実際にこの利用サービスを受けておられるのが１年生全体の６４％ほどになり

ます。２年生から６年生については、このサービスを受けたい、登録をしたいという方

のみに端末をお配りしており、２年生が４２％、３年生が３７％、４年生が３５％、５

年生が２７％、６年生が２１％ということで、高学年になるに連れて利用率は下がって

いる状況でございます。 

 

（堤委員） 

 ということは、ここに記されている利用人数イコール端末を持つ人でしょうか。それ

とも、登録をしている人でしょうか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 登録をしている人です。 
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（堤委員） 

 では、端末を持つ方はもっと多いということですか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 １年生には全員に配られていますけれども、ただ持っただけでは何も反応しないとい

うところです。 

 

（堤委員） 

 その人の数字は入っていないということですね。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 はい、この利用人数の中には入っておりません。２年生から６年生は希望する人にし

かこの端末をお配りしていませんので、２年生から６年生は配布した人数が利用人数と

いうことになります。 

 

（堤委員） 

 皆さん登録しましょうって言えないことですか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 皆まさにチラシをお配りしておりますが、このチラシは最初に勧興小、神野小からサ

ービスを始めるときに、保護者の方にお配りしたものでございます。こういったサービ

スを開始しますので、ぜひ登録をお願いしますと呼びかけはしておりますが、強制では

ありませんので全員がこれに登録するということまでは至っていない状況です。 

 

（堤委員） 

 ざっくり言うと、３分の１ぐらいのご家庭が関心がないということでしょうか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 どういった理由で登録されていないかというのは調べておりませんが、例えば、個人

情報などを入力することが心配という方もおられますでしょうし、別の見守りサービス

を利用しているのでこれは使わない、また、様子見でされていない方など、いろいろな

理由があるとは思いますけれども、全員登録されていないのはそういった理由があるの

ではないかと思っています。 

 

（堤委員） 

 いわゆる佐賀市の方針というか、方向性であるＩＴ化を進める上での大きな一つで、

大々的に取り入れのときもマスコミにもうたわれておりましたので、それがいい方向に

進むようにしていかないといけないのかなと思いました。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 最後のご質問の、なぜ循誘小学校は入っていないかというところですけれども、整備

を開始するときに「見守りスポット」を各学校の校区内に２０か所程度整備をするわけ

なんですけれども、そういった整備は、ｏｔｔａさん自らが適当なお店や事業所などを

探し、お願いして設置をするということでございます。また、人的な要素や費用的な面

から、多くのエリアを同時にサービス開始するというのがちょっと無理だというところ

で、小学校区の大体２校区ずつぐらいをめどに開始をされているというのが現状でござ

います。 

 

（堤委員） 
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 分かりました。城東中校区の小学校は３校なので、循誘小から不満が出ないといいけ

どなというのがありますし、今ご説明にありました設置費用はｏｔｔａさんが負担し、

佐賀市は全然持たないということですね。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 はい、市のほうの負担は一切ありません。 

 

（堤委員） 

 いわゆるｏｔｔａさんのビジネスというのは有料者がどれだけ出たかということに

なるわけですね。分かりました。有料者があまり出なかったら、もう佐賀市から引き上

げますとか言われたりしませんか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 そこまでは、明言はされていないんですけど、やっぱりビジネスでされていますので、

あまり少なかったらそういった方向も考えられるのではないかとは思いますけれども、

今のところそういうお話はまだ聞いておりません。 

 

（堤委員） 

 ありがとうございます。 

 

（中村教育長） 

 長﨑委員さん、どうぞ。 

 

（長﨑委員） 

 もともと端末は無料で配布されているということなんですけど、例えば、今までに水

没させてしまったとかいうことで、交換を希望されたりとか、紛失したからまた新しく

とかいう希望はあったりしたんでしょうか。 

 

（山口学事課学校支援係長） 

 今のところ紛失したというようなことを直接教育委員会にご相談されたことはござ

いません。日常の防水機能はついておりますので、雨にちょっと濡れたぐらいでは壊れ

ないんですけれども、もちろん紛失等は発生するのかなとは思っております。先ほど副

部長のほうから説明したとおり、紛失なども含めウェブで全てを申し込むという手続に

なっておりますので、実際、それが発生しているかどうかは何とも分からないところで

す。なお、紛失した場合は有償の税込み２，２００円で端末を購入いただくようになっ

ております。 

 

（中村教育長） 

 ほかにご質問ありませんでしょうか。鳥飼委員さん、どうぞ。 

 

（鳥飼委員） 

 このｏｔｔａの事業を取り入れるのはまなざし運動の一環でもあったんじゃないか

なと思うんですけれども、このｏｔｔａの一番の特徴というのは、多分見守り人が存在

できるということなのかなと思っているんですが、この見守り人を増やすための取組と

いうのは何かされているのでしょうか。例えば、このチラシには端末をプレゼントする

ことは書いてありますが、見守り人に登録してくださいといった周知がどれぐらいされ

ているのかということ。そして、まなざし運動と関連するので、例えば、まなざし登録

している企業さんとかの従業員の携帯の端末に入れてもらったら多分いろんなところ

を回られたりすると思うのですが、見守り人を増やすための工夫といったことを今どれ
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ぐらいされているのでしょうか。また、さらに利用者を増やすためには、もっと周知し

たほうがいいんじゃないかなと思いまして。質問と意見になります。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 「見守り人アプリ」の登録については、１校区に２０か所ぐらいしかスポットがない

ので、「見守り人アプリ」に登録している人が多ければ多いほど、それだけすれ違うこ

とも多いのでいいんですけれども、今のところ、端末を持っているのが子どもたちです

ので、その校区の保護者やご家族の方に、積極的に登録をしていただきたいということ

を、学校を通じて、学校のメールなどでもお願いをしております。そのほかにも民生委

員さんや地区の青少年協議会の役員の方でなど、そういった団体にも、校区でのサービ

ス開始に合わせ、「見守り人アプリ」の登録をお願いしております。他にも、タクシー

の運転手さんや郵便局の配達員さんとかの個人のスマホに登録をお願いして、一人でも

多く「見守り人アプリ」を登録している方を増やしていきたいと思っております。 

 今のところ、サービスを開始している校区の方を中心に呼びかけをしている状況で

す。 

 

（鳥飼委員） 

 見守り人になる人が多ければ多いほどいいし、校区に限る必要もないので、市報など

で市全域に、登録を呼びかけるという周知の仕方もあっていいかなとて思います。私も

勧興小の校区ではないけれども、アプリを入れて見守り人になったら、毎日どれぐらい

すれ違って私は見守ったのかなというのがちょっと楽しみになったりもしますので、多

分そういう気持ちになられる方も校区外の方でもいらっしゃると思うので、ぜひそうい

う周知の方法も考えていただきたいと思っています。 

 

（中村教育長） 

 小川委員さん、どうぞ。 

 

（小川委員） 

 学校との連携をされていると思うんですけど、これは１００％利用者を目指している

ものなのでしょうか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 あくまでも個人の意思に基づいており、子どもを見守るというツールの一つとして、

こういうのもありますということで周知しております。今までにも地域の方々が通学路

に立っておられたり、自分の子どもには携帯を持たせてというふうなこともされたりし

ておりますので、見守るためのツールを１つ増やすことによってより安全・安心してい

ただけるような体制づくりが必要じゃないかと思っております。 

 

（小川委員） 

 そういうものがあるということで、積極的にこれを利用してくださいという文言とか

はあまりないわけですか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 いや、こういうツールがありますので、ぜひご検討くださいというのはチラシにも書

いております。 

 

（小川委員） 

 今後はもっと広がっていくということで、例えば、山間部に関しても危ない場所とい

うのがあると思うんですけど、そういう地域での開始も今後考えていかれるつもりなん
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でしょうか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 先ほど申しましたとおり、今のところは街なかから広げていって、先々は全市的にサ

ービスエリアを広げていく予定にしております。 

 

（小川委員） 

 ｏｔｔａさんは、今善意でされているような感じで、有料ぐらいになるとそこで収益

が上がるということでございますが、無料プランの利用が多いのではないかと思うので

すが。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 無料プランは、保護者の方に通過した場所は通知されません。有料プランになると、

どこどこを通過しましたという通知が来ますので、そこまで必要な方は有料プランに入

っていただくということになります。ただ、無料プランであっても、万が一子どもが行

方不明などになったときには、蓄積されているその子の位置情報がすぐ警察に届けられ

ることになります。 

 

（小川委員） 

 今、小学生の割合を出していただいていますが、これが中学生にもなる可能性という

のはあるんですか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 この端末の電池の寿命が大体６年ぐらいと言われております。電池交換はできないの

ですが、中学校になっても電池がもつ限りは使うことはできます。中学生まで全部対象

にというところは、今のところは考えておりません。 

 

（小川委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（中村教育長） 

 中学生になると、ＧＰＳ機能があるスマホを６０数％持っています。小学校高学年で

も３割以上持っていると言われていますので、これはどちらかというと小学校低学年向

きの見守りサービスになるんじゃないかと思います。 

 このチラシで１つ気になることがありまして、先日の市民満足度調査の結果が来てい

たので見ておりましたら、個別の意見の中に２つ苦情的なことが書いてありました。１

つは、もっと早く広げてくれということで、それは簡単にはできないので徐々にすれば

いいんですけど、もう１つが、恐らくこのチラシの２番目と関係あるのかなと思いまし

た。さらに完全無料でオプション機能も体験と書いてあるんですけど、保護者としては、

先ほどご意見があったように、下校時刻や子どもの帰宅時間が分かるのより良いと考え

ていると思います。この無料プランというのは、あくまでも行方不明とかになって、警

察沙汰になったときにその情報をお知らせするということなんですが、それをちゃんと

伝えることができているのかなと思います。このオプション機能体験は、基本的には有

料で、２か月間だけそれを無料で体験できますよということなんですけど、完全無料の

部分だけ強調してあるので、その辺りの説明が理解されておらず、やっても意味がない

じゃないか、全然それを使えないじゃないかと思われている方がいらっしゃるんじゃな

いかなと。だから、各学校で説明するときにきちっとそこら辺を理解していただかない

と、誤解を生んでしまってかえって不平不満が出たりとか、悪いイメージだけが広がっ

てしまうおそれがあるので、そこは今後注意する必要があると思いながら聞かせていた
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だきました。 

 ほかによろしいでしょうか。堤委員さん、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 勧興小、神野小さんが５月からスタートして４か月の間に、先ほどから出ている警察

事案というか、そんな例というのはありますでしょうか。 

 

（吉次教育部副部長兼学事課長） 

 今のところそういった案件は聞いておりません。 

 

（中村教育長） 

 よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで本件についての報告を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

日程５ その他 

 

（中村教育長） 

 次は日程５、その他です。 

 何か話し合うこととかございませんでしょうか。事務局から連絡等はありませんでし

ょうか。 

 

（川副教育総務課副課長兼総務係長） 

 特にございません。 

 

（中村教育長） 

 よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで９月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもありがとうござい

ました。 

 

 終了時間 午後３時３０分 

 


